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（Ⅳ）障害者の範囲  

① 障害者の定義  

② 手帳制度  

（Ⅰ）相談支援  

① ケアマネジメントの在り方  

② 相談支援体制  

（Ⅴ）利用者負担  

（Ⅱ）地域における自立した生活のための支援  

① 地域での生活の支援  

② 就労支援  

③ 所得保障  

（Ⅵ）報酬  

（Ⅶ）個別論点  

① サ麟ビス体系  

② 障害程度区分  

③ 地域生活支援事業  

④ サ岬ビス基盤の整備  

⑤ 虐待防止■権利擁護  

⑥ その他   

（Ⅲ）障害児支援  

① ライフステージに応じた支援の充実  

② 相談支援や家庭支援の充実  

③ 施設の見直し等による支援の充実  



障害者自立支援法の見直しに係る主な論点：   

個別論点（サhビス体系、障害程度区分、地域生活支援事業等）関係  

（Ⅶ）個別論点  

① サービス体系  

ア由 基本となる考え方等  

イ。日払い方式  

り．日中と夜間  

エ。標準利用期間  

乳 新体系への移行  

○ サービス体系に関する基本的考え方   

○ 日払い方式に対する評価   

○ 日中と夜間に分けたサービス体系の評価   

○ 標準利用期間を設けることに対する評価   

○ 新体系への移行促進  

② 障害程度区分  ○ 障害程度区分の果たす役割   

○ 各々の障害特性をより一層反映できる障害程度区分の開発についての考え方   

○ 障害程度区分によるサービス利用者の範囲の設定の在り方   



主な論点  

○ 地域生活支援事業の対象事業（自立支援給付との関係の整理）   

○ 地域生活支援事業の費用負担の在り方   

○ 小規模作業所の移行促進  

地域生活支援事業  

○ 人材の確保   

○ サービス量の確保   

・中山問地等におけるサービス確保の在り方 等  
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○ 障害者の虐待防止法制について   

○ 権利擁護（成年後見等）の普及方策  

○ 介護保険制度との関係 等   
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1．サービス体系  

（1）サ軸ビス体系の在り方  

現状（D  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
「  

○ 障害者自立支援法では、これまでのサービス体系を次のとおり見直し。  

1．身体、知的、精神の障害種別により異なっていたサービス内容について3障害を鵬元化。また、実施主体   
も市町村に一元化し、市町村を中心とする一元的なサービス提供体制を確立。  

2．障害種別ごとに複雑に分かれていた施設・事業体系（33種類）を「機能」に注目し、  

①「介護給付（介護に係る個別給付）」、   
②「訓練等給付（障害者の適性に応じた訓練を行う個別給付）」、   
③「地域生活支援事業（地域の特性に応じ、市町村の創意工夫により、利用者翻犬況l±応じて柔軟に実  

施する事業）」   

等に再編。施設サービスが果たす機能を「日中活動の場」と「住まいの場」に分けたり、「就労支援」事業を   
新設したりするなど、障害者のニーズに応じた支援が行われるよう見直し。  

：※ なお、  
l  

① 支援費制度では、支援の必要度を判定する客観的基準がなく、地域格差が生じていたことから、障害   
者自立支援法では「介護給付」の利用について、全国一律の客観的尺度である「障害程度区分」の認定   
を必要としている。あわせて、障害程度区分に応じた報酬設定の仕組みを導入している。  

②「訓練等給付」については、支援の必要度についての客観的な尺度の設定が難しいことから、「障害程  
度区分」の認定ではなく、市町村の個別の判断により支給決定を行うこととしている。  
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③「地域生活支援事業」については、市町村が地域の実情に応じて事業を実施する  
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（総合的な自立支援システムの構築）  

介護給付  

・居宅介護 

・重度訪問介護  

・行動援護  

・療養介護  

・生活介護  

・児童デイサービス  

・短期入所  

一重度障害者等包括支援  

・共同生活介護 

■施設入所支援  

地域生活支援事業  

・相談支援   ・コミュニケーション支援、日常生活用具  

・移動支援   ・地域活動支援  

・広域支援  ・人材育成  等  

都道府県   
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（日払い方式）  

0 障害者自立支援法においては、利用者本位のサービス提供を行う観点から、利用者が自らサ榊ビスを選択   
し、複数のサービスを組み合わせて利用することができるようにするため、サ職ビスの利用実績に応じて事業   

者に報酬を支払う「日払い」方式に改めたところ。  

※ 支援費制度下においては、利用状況にかかわらず、一月当たり定額で当該施設に報酬が支払われる仕   
組みである、「月払い」方式が取られていた。  

0聞方、「日払い」化に伴い、  
① 報酬単価の設定に当たり、利用率を加味して一定の欠員等にも配慮するとともに、  
② 平成18年度から3年間の特別対策の基金事業において従前報酬の9割を保障することとし、  
③また、平成20年4月からの緊急措置において、通所サービスの報酬単価を設定（単価を4－6％引き上げ）   
することにより、激変緩和及び事業者の経営基盤の強化を図うているところ。  

l■ lM ■■■ － ■■ ■ 一 ■ ■■■ ■ － － ● ■ － ■ ■ ■ ■ － ■ ■ － ■ 一 ■ ■■ ■ ■ － － － － － － ■ － ■■■ ■ ● ■ － ■－ ■ ■ － ■■－ － ■ ■■ ■ － － ■ ●■ ■■ ■■ －■ ■P ■■■ ■ ■ － ■■ － ■ － ■一 ●■■ ■ ■，■■ －■ ■ ■■■  
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の日払い 式の え‾  
■－－－■■■■■●－－－－一一－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一叩■■－■－－■■■■一－  

【適所施設】  （利用者のニーズ）  選べるサービス   

は1つだけ  
親元から自立して1人で暮  

らしてみたい‥・  

※ サービス利用に関係   
なく1ケ月分の報酬の   

支払い  
働いてもっと高い賃金をもら  
いたい‥・  

【他の通所施設】  

盈  
ヰ・・・・  

必ずしも自分の希望に沿ったサービスが選択できない場合も…  

※ 日ごとのサービス利用  
に応じた報酬の支払い  

報
酬
の
日
払
い
 
 

※ 日ごとのサービス利用  
に応じた報酬の支払い   

○事業者は、利用者から選ばれる対象となり、利用者本意のサービスが促進される。  

○事業者にとっても、質の高いサービスを撞供し、利用者を増やせば、その努力に応じた報酬が支払われることとなる。  
：こ：こ：：tllllllヽ抑、“、…◆、一畑●   

．1！ミミ   
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－1≡≡・－－  

（日中と夜間）  

0 現行制度においては、利用者が自ら多様な日中活動のサービスを選択することができるよう、報酬の算定  
において、一日を「昼」と「夜」に分離し、それぞれのサービスの提供実績に応じて報酬を支払うこととした。  

※ 支援費制度においては、施設入所者に対しては、一日中、同曲施設がサ叩ビスを提供することを想定し、   
昼・夜を通じた一日のサービス提供を評価した報酬となっていた。  

このため、施設入所者が昼に外部のサービスを利用することは制度上困難であった。  

○ また、現行制度においては、施設入所者以外の者が当該施設において日中活動サ聯ビスを利用すること  

が可能となっている。  
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く利用者〉  

◆利用者が日によって日中活動の埠を自由に選択できる。  
◆施設入所者以外の青も日中活動サービスを利用することが   

できる。  
◆利用者が施設以外の日中活動サービスを使用できることに   

より、円滑な地域移行に資する。  
く事業者〉  

◆よりよいサービスを提供することによって、より利用者を増   
やすことができる。   

◆利用者の日中活動サービスの利用が制限される。  





【論点（案）】  

（サービス体系の在り方）   

利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わせて利用することが  
できるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービス体系としているこ  
とについて、どのように考え早か。   

利用者本位の観点から「日払い方式」等のサービス体系は維持しつつ、サⅧ  
ビス事業者の安定的な運営が可能となるよう、報酬改定等において必要な措置  
を講じていくべきではないか。  
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○ 自立訓練、就労移行支援については、生活面での自立もしくは一般就労への移行など、明確な目的意   

識を持って一定期間で効果的・効率的に訓練を行うため、標準利用期間を設定している。  

【標準利用期間】法令上定められているサービスの利用期間  

①自立訓練（機能訓練）1年6か月間  

②自立訓練（生活訓練）2年間（長期入院又は入所していた者については、3年間）  

③就労移行支援  2年間  

（あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年間又は5年間）  

0 なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別  
審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能としている。（原則1回）。  

※ 利用者（サービス利用開始から1年以上の者に限る）の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた   

期間を超える場合に、利用者全員の報酬額を5％減算することとしている。  

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1  
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○宿泊型自立訓練は、標準利用期間を原則1年間とし、市町村は、利用開始から3か月ごとに利用継続の  

必要性について確認し、支給決定の更新を行うこととしている。なお、1年を経過した後、支給決定の更新を  
行おうとする場合には、市町村審査会の意見を聴くこととしている。   

※ 宿泊型自立訓練については、利用期間が1年を超える場合に、報酬単価が270単位から162単位  

（40％減）に減額となる。  

10  
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【論点（案）】  

（標準利用期間）   

明確な目的意識を持って一定期間で効果的・効率的に訓練を行い、サ細ビ  
スの利用期間の長期化を回避する観点から、今後も標準利用期間を設けると  
いう原則を維持しつつ、必要な見直しを行うべきではないか。  
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（新休系への移行の状況）  

：○障害者自立支援法の施行に伴い、旧法に基づく施設については、平成24年3月末までに、新体系に  
基づく事業に移行することとされている。  

：○平成20年4月1日現在で、全体で28．2％（身体31．4％知的25．4％精神36．2％）が新体  
系に移行している。  

○ 新体系への移行のための支援として、都道府県の基金事業として、   
t 既存施設等が新体系に移行する場合に必要となる施設の改修等の経真に対する助成  

・移行のためのコンサルタントの派遣  

等の支援を行っている。  
】  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

I  
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0新体系サ】ビスへの移行状況  
平成18年   平成18年  平成19年  平成19年  平成20年  

9月30日  10月1日  4月1日  10月1日  4月1日  

指定数  新体系移行数「義行率）    新体系移行数  （移行率）  新体系移行数  （移行率）  新体系移行敷  （移行率）   

（1）身体障害者更生援護施設等   

身体障害者療護施設   503   5   0．99％   43   8．55％   68  13．52％   101  20．08％   

身体障害者更生施設   106   6   5．66％   15   14．15％   19  17．92％   29  27．36％   

身体障害者入所授産施設   202   5   2．48％   20   9．90％   26  12．87％   44  21．78％   

身体障害者適所授産施設   343   35  10．20％   70   20．41％   102  29．74％   133  38．78％   

身体障害者小規模適所授産施設   239   26  10．88％   72   30．13％   99  41．42％   124  51．88％   

身体障害者福祉工場   34   5  14．71％   12   35．29％   13  38．24％   17  50．009左   

合  計   1，427   82   5．75l   232   18，28l   327  22．92％   448  31．39％   

（2）知的障害者更生援護施設等   

知的障害者入所更生施設   1．453   5   0．34％   74   5．09％   107   7．36％   224  15．4・2ワも   

知的障害者入所授産施設   227   3   1．32％   12   5．29％   18   7．93％   33  14．54％   

知的障害者通勤寮   126   4   3．17％   6  4．76％   9   7．14％  13  

知的障害者適所更生施設   604   1．82％  93  15．40％   19．70％  188   

知的障害者適所授産施設   1．634   31   1．90％   182   11．14％   235  14，38％   398  24．36％   

知的障害者小規模通所授産施設   434   46  10．60％   166   38．25％   199  45．859i   254  58．53％   

知的障害者福祉工場   70   17  24．29％   35   50．00％   40  57．14％   46  65．71％   

計   4，548   11了   2．57％   568   12．49％   727  15．99％   1158  25．42％   

（3）柵神障害者社会復帰施設   

精神障害者生活訓練施設   293   2   0．68％   19   6．48％   29   9．90％   40  13．65％   

精神障害者入所授産施設   29   0   0．00％   5   17．24％   6  20．89％   8  27．59％   

精神障害者適所授産施設   305   20   6．56％   71   23．28％   87  28．52％   119  39．02サム   

精神障害者小規模適所授産施設   347   35  10．09％   107   30．84％   138  39．77％   184  53．03％   

精神障害者福祉工場   19   3  15．79％   6   31．58％   7  36．84％   8  42．119乙   

合  計   993   60   8．04％   208  20．85㌔   2¢7  28．89％   359  36．15％   

（4）合計   

合  計  6，968  259  3．72l  1，008  1ヰ．47％  1．321  18．98％  1．963  28．17，i   
※平成18年9月末日に事業をおこなっていた旧法施設等のうち、新体系に移行した施設数及びその割合  

（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課調べ）  
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○旧体系サ叫ビスから新体系サービスへの移行の傾向（平成20年4月1日現在）  

平成2d年  

9月30日現在  
申立訓練 自立訓練  

就労移行支援   生活介護   
（機能訓練）  

就労継続支援   

移行数  
（生活訓練）  A型   B型   

移行元   

身体障害者療護施設   503   101   104   5   3   2   0   4   

身体障害者更生施設   106   29   12   25   17   0   2   

身体障害者入所授産施設   202   44   30   2   3   24   2   29   

身体障害者通所授産施設   343   133   72   5   10   52   5   92   

身体障害者小規模適所授産施設   239   124   54   0   8   31   3   90   

身体障害者福祉工場   34   17   0   0   0   2   16   3   

知的障害者入所更生施設   1453   224   231   0   71   47   2   58   

知的障害者入所授産施設   227   33   23   0   16   23   21   

知的障害者通勤寮   126   13   2   0   0   0   

知的障害者適所更生施設   604   188   190   3   25   27   47   

知的障害者適所授産施設   1（i34   398   250   3   74   240   268   

知的障害者小規模適所授産施設   434   254   65   0   25   57   8   189   

知的障害者福祉工場   70   46   0   0   0   13   48   8   

精神障害者生活訓練施設   293   40   2   0   24   8   7   

精神障害者入所授産施設   29   8   0   6   4   0   5   

精神障害者適所授産施設   305   119   8   0   19   85   8   110   

精神障害者小規模適所授産施設   347   184   6   0   22   59  2   164   

精神障害者福祉工場   19   8   0   0   2   5   4   

※新体系移行後、複数のサービスを実  施する場合には、移行先のそれぞれのサービス欄に計上される。   

※新体系移行時に複数の施設が合併した場合、移行元のそれぞれの施設欄に計上される。  

※分場が移行に際して新たに指定を受ける場合は移行数に比して新体系サービス数が多くなる場合がある。  
※上記以外に共同生活援助や共同生活介護に移行している場合もある。  
（厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課調べ）  
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2．障害程度区分  

1＿と各々購二屑屋盤空量る匝圭豊度区分の撰畳⊆ヨいて取考え方  

陸卦 ………  

Ⅰ障害程度区分の概要  
0「障害程度区分」とは、介護給付に係るサービスの必要度（必要時悶  6段階の‡区分。  

必要度 低い  

必要度 高い  

■＿ － － － ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ 一 ■ － ■．．．－ ■ ■■ ■－1■■■■ ■■ ■ ■■ ● ■ － ＿ ＿ ＿ ＿ ■＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ■■■ － － － ＿－ － － ■＿．．．－ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ．＿ ＿ ＿ ＿ － ＿＿ ＿ ．．＿ ．＿ ＿ －＿ ＿．■．－ ■ ■■一 ■ ■■  
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■■ ■ ■■ － － ■■ ■ ■ － ■ － ■－ － － － ■－ － － － － － － － ■－ －－ ■－ － － － － － 一 一 －■■－ － － － － －■－ －■－ － － ■－ －－ －－ ■－ － －■ － － － － ■－ － ■－ － － － － ■ ■ ■ ●■ ■ － － ■ ■ ■ ■  

（続き）  

Ⅱ 支給決定の流れ ○ 市町村はJ障害程 度区分、障害者を取り巻く環境、サービス利用意向等を勘案して支給決定を行う。  

サービスの利用意向聴取等  

Ⅲ 障害程度区分の使われ方  

○ 障害程度区分は、上記Ⅱの個々のサービスの支給決定に用いるほか、以下の3通りの使われ方をしてい  

る。  
（1）入所サービス等の対象者の範囲  

（2）報酬単価の多寡  

（3）訪問系サービスに係る市町村に対する国庫負担基準額  
■  ■  ■ ■■■l ■■  ■■ ■■  ■  ■  ■■ －  －  ■■ －  ■  ■ ■  ■  ■■  ■ ■  ■■  ■  ■ ■■  － 11111111■  ■  －  ■ ■  － ■  ■■  ■  ■■ ll■  ■ ■  ■  ■■  ■  ■ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■■■■  ■  ■■■  －  －  － ●●  ■－  ■1一  一  ■  －  －  ■  ■  ■ －  ■■  ■  ■  －  

18   

J・1  



‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－－－■■－■■－■■■■－－■■－■■－－－－－－－－－－h－－－－－－－－－叩－－－－－  
l  

：（続き）  

l  

Ⅳ 障害程度区分認定状況調査における障害程度区分の分布状況（全国デ血タ）  

0 全国の平成18年10月から平成19年9月までの1年間の障害程度区分判定（ニ次判定）結果として市町  
村から報告された、12．4万件について、データをとりまとめたもの。  

全体  

身体  

知的  

精神  

（※）「ニ次判定上位区分変更率」とは、一次判定（コンピュータ判定）の結果と二次判定（市町村審査会）の結果を比較した  

ときに、ニ次判定結果の方が□次判定結果よりも高く判定された者の全体に対する割合をさす。  
8  

1  

！  

■ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ● － ■■■ － － － － ■■ l■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l■ ■ － ■■● ■■ ■■ ● ■ ■ － ■l■ ■■■ ■ 一 ■ ■ ■ ■ 一 一 ■■■ ■ ■ ■■■ － 11■ － － ■ ■■ － － ■－ － 1■■ ■■ ■ ■ ■l■ ●－ －  ■ － ■   I   ■ lll■  
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○ 障害程度区分の見直しスケジュール（現時点のもの）  

20   



l  

1  

1  

1  

1  

1  

；（参考1）（課題lこ関するこれまでの厚生労働省の取組み）  

○ 障害程度区分勉強会   

障害特性をより踏まえた障害程度区分のあり方について、各障害種別団体と意見交換を行うことを目的に障害保健   
福祉部長の私的勉強会として開催。平成19年2月から6月まで計5回開催し、22団体及び3市の意見を聴取。  

○ 障害者支援実態調査実施に向けた取り組み   

障害程度区分の見直しに係る実態調査について、関係団体と調整中。  
○ 市町村が行う障害程度区分認定事務の支援   

調査マニュアル、国に寄せられた疑義解釈、二次判定変更事例の提供や研修の実施。  
l  

1  

1 ：（参考2）（「障害者自立支援法の抜本的見直し」与党PT報告書（抄）  

○ 障害程度区分認定の見直しについては、早急に実態調査に着手するとともに、知的障害、精神障害を始め各々の障  
害特性を反映した調査項目と判定基準となるよう、大幅な見直し。  

l  

l  

：（参考3）（課題に関する主な意見）  

○ 知的障害者、精神障害者等の障害特性を反映した障害程度区分となるよう、認定基準を大幅に見直すこと。  
○ 知的障害者や精神障害者の障害程度区分が一次判定にて低く出る傾向にあり、結果、ニ次判定への依存度が高く  
なっている。公平で客観的な仕組みとするため、認定調査項目を含めて一次判定の根本的改善を行うこと。  

○審査会委員の理解が不十分で、二次判定にばらつきが多い。参考事例集の作成など、全国の好事例を情報提供して：                                                                                                                                                                   l   
ほしい。  

○ 認定調査等では、正確に障害者の状況等を調査することが必要であり、障害特性の理解が重要。  

I  

1  

1  

1  

】  
t  

1  

1  

l  

■  

l  

l  

1  

1  

l  一 ■ ■ ■ ■ ■■ －◆－ ■ ■l1－ ■■ ■■ ■ ● ■ －－ ■ll■ － － － － ● ■ － － ■ ■ － ■ － ■ ■ ■ ■ ■ － ■ 一 ■ ■ ■ － ■ ■ － ■ ■ ■■ ●● － －■一 一 － － － 一 一 －－ － － － － － － － －－ －● － － 一 一－ 一一－ － －－ － － － － －－ － － － ■－ －■・量 － － ■－ －・・－ － ●● ■■ ■， ■ ■■ ■ ■I   
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【論点（案）】  

（障害特性を反映した障害程度区分への見直し）  

1．サービスの公平な利用や市町村間のバラツキの是正のために、引き続き、客   

観的尺度としての障害程度区分が必要ではないか。  

2．ただし、現行の障害程度区分は、知的障害、精神障害を始め各々の障害特性  
を反映したものに見直す必要がある。   
その際、新たな障害程度区分の開発に相応の時間を要することからも、実際に  

行われているケアの実態に関する調査を早急に実施すべきではないか。  

（市町村審査会及び認定調査について）  

3．二次判定の平準化や認定調査に資するよう、障害特性の理解の向上等を目   
的とした研修や判定事例の提供等を引き続き実施すべきではないか。  

22  
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によるサービス  

t  

l  

l  

l  

b  

】  

l  

ち  

t  

－  

t  

l  

一  

日  

8  

1  

8  

8  

1  

一  

腰  

l  

虔  

E  

1  

I  

I  

t  

1  

6  

E  

I  

瞥  

l  

春  

日  

E  

l  

自  

l  

0 障害者自立支援法においては、介護の必要度に応じて必要な支援を行うという観点から、障害程度区  
分により、次のとおりサービス利用者の範囲を定めている。  

q生活介護（障害程度区分3以上（50歳以上は2以上））  

口重度障害者等包括支援（障害程度区分6のみ）（※）  

－重度訪問介護（障害程度区分4以上）（※）  

g行動援護（障害程度区分3以上）（※）  

・ケアホーム（障害程度区分2以上）  

（※）は、障害程度区分に加えて認定調査項目等の結果による制限がある。（例：行動援護障害程度区分の認定調査：   
項目の内、行動関連項目等の合計点数が8点以上の者）   

○ また、新体系における障害者支援施設については、介護が必要な重度の者に対して支援を行うという  

観点から、障害程度区分4（50歳以上は3）以上の場合に入所できることとなっている。  

0 この施設入所者の要件について、平成18年10月以前より旧法に基づく施設に入所している者につい  
ては、当該施設が新体系に移行した場合、障害程度区分が利用要件を満たさない場合であっても、平成  
24年3月末までは入所可能とされている。  

．．．‥．叫‥．－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿■＿＿＿．．．＿＿．＿＿．＿．＿＿．＿＿＿．¶．．．．“，．．“‥、…．．≠…＿＿．．＿ ＿、＿．．i  
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（3）訪問系サービスに係 

現状①  ‾ ■‾  「  

l  

【  

尊  

I  

l  

t  

l  

暮  

l  

1  

1  

卓  

1  

l   

：○  
l  

l   

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援）の費用負担にあたっては、  
市町村に対する国庫負担の精算基準（国庫負担基準）を設定している。  

l  

l  

：0  
1  

－  

！  

l  

l  

：0   

国庫負担基準は、障害者自立支援法において、国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化し  
た鵬方、国責を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくし、サ】ビス水準の底土げを図るために、  
市町村に対する国庫負担の上限（精算基準）を定めたもの。  

国庫負担基準は、障害程度区分ごとに設定しており、その際、重度の障害者につし＼ては高い基準額を設定す  
るなどの配慮を行っている。  

O  
サ鵬ビス利用が少ない方から多い方に回すことが可能という柔軟な仕組みとしている。  

l  

l  

l  

…  

1  

一  

書  

l  

1  

1  

1  

日  

I  

t  

l  

l  

上  

l  

1  

1  

I  

l  

1  

1  

Ⅰ  

l  

※1月当たりの単位  （1）居宅介護対象者  

区分1   区分2   区分3   区分4   区分5   区分6   

2．290単位   2．910単位   4，310単位   8，110単位  12，940単位  18，680単位   7，280単位  

（2）行動援護対象者  

区分3   区分4   区分5   区分6   

10，780単位  14，580単位  19，410単位  25，150単位   13，750単位  

（3）重度訪問介護対象者  これらの単位に人数を  

乗じたものの合計がそ  

の市町村の国庫負担  

基準額となる  

区分4   区分5   区分6   

19，020単位  23，850単位  29．590単位   

（4）重度障害者等包括支援対象者  

45，500単位  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿】   L■ ■■■ ■ －■ － ■ ■ ■ ■ － － ■ ■■ － － ■ ■－ － － － －－ －－ ■－ － － － － － － ■－ － ■－ － 一 一 － t ■－ － － － － － ■■ － ■ ■ ■■■ ■ ■■ － ■ ■ ■■ ■■ ●1－ ■ ■ ■■ ■■  
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○国庫負担基準額については、支援責制度における国庫補助基準額を踏まえ、全国の9割程度の市町村の支給  
実績をカバーできるように設定している。（平成18年10月より）  

：○また、  
①制度施行時点において、国庫負担基準を超える給付水準の自治体については、従前の補助実績に基づき、   

国庫負担を行う   

②すべての訪問系サービスに係る障害程度区分の基準額を合算して適用する（国庫負担基準の区分間合算）  

③都道府県地域生活支援事業により、重度の障害者の割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する小   
規模自治体等を対象に、一定の財政支援を行うことを可能とする  

といった措置を設けている。  

全国の自治体の約9割をカバー  

■－ ■－ － ■■■－1－■ ■■■－ ■■■－ ■コ■ ■－■■ ■ ■－■ ■ － － ■■■■■■－ － － －－ － －－ ●■－－ － －←■ ■■－ －－■ ■■－ ■－■ －●－ －・・・－ ■■■－ － － ■一一 ■■－－ 一－－ － －・■－－－ －－・－ － －－－ －－← ■・－－ －－－■ －－ －－ － － ■，－－ 一 一→－ ■■－－ － －－－ ●■－ － －， －n■－■▼－ ■－■ ■■■■■■ ■■■■ ロ ■－■ ■】■■■－ ■  
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○ 平成19年度の市町村実績をみた場合、一人当たりの平均支給月額は6。9万円となっている。這れは、平成  
16年10月の6．3万円を上回っており、市町村の支給水準の引き上げが図られてきている。  

※市町村実績H16年は、H16年10月の実績による。（移動支援を除く）  

※市町村実績H19年は、H19年度の実績による。  
仙人当たりの支給水準  

l  

■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ － ■ ● － － － － ■ ■ － ■ ■－ － － ■ － － － ■－ － － －－ － － － 一 一－ － － － ■－－ － － － －－ － ●－■ － － － － －－ － － ■－ － － ■■－ ■・－ － －－ － － － － ■■ ■ ■■ －－ ■■ ■  
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3．地域生活支援事業  
の対象事業（自立支援給付との関係整理  （1）地域生活  

－・垂覇…   

○ 障害者自立支援法において、サービス体系を自立支援給付（「介護給付」及び「訓練等給  
付」）と地域生活支援事業に再編成。  

0 地域生活支援事業は各地方自治体が地域の特性や利用者の状況に応じで、サ肝ビス形   
態や利用方法等を柔軟に設定。  

自立支援給付  

司の裁一的経責と位置 け  

1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－一一－－－－－－－－－J  
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○ 地域生活支援事業は、法律上、各地方自治体が行うこととされている「必須事業」   

と地域の実情に応じて実施する「その他の事業」によって構成されている。  
l一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－■－－－－－■－■■－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  
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0 地域生活支援事業の事業量は着実に増加している。  

甘地域生活支援事業の事業費の推移  
（単位：億円）  

（注）・地域生活支援事業費補助金の各地方自治体の実績報告に基づき、自立支援振興室で集計したもの。   

・18年度は10月施行のため、平年度化額は19年鹿と比較するため、単純に2倍とした額である。  

■地域活動支援センターと相談支援事業は、基礎部分について各地方自治体の間般財源で行っており、  
事業費に含んでいない。  

書18年度の市町村事業のFその他の事業」には「経過的デイサ闇ビス事業」等が含まれており、  

それを除くと50億円の増となる。  

⊥ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿．＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿．＿ ＿ ＿＿．＿．＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿＿．＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿1  
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L－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  
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0 地域生活支援事業の事業量の増加のうち移動支援事業での増加が著しく、実利用者数   

の増加が背景にあると考えられる。  

■地域生活支援事業の事業費の推移  

二・こニー一書一   

（主）移動支援の方去は マノ  マノの個別支援型のほか、クレー 支援型照車 移蓋型が牒  

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿l  
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‡  
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○また、地域生活支援事業は、その実施形態等が各地方自治体の判断に委ねられているこ  
とが地域間格差を生む原因となっており、地域生活支援事業で実施している事業について、  
例えば必要性が高いものなどについて、自立支援給付との関係を再整理することを含め、  
その充実のための方策を検討すべきとの意見がある。  

0 職方で、自立支援給付については、   
①全国一律の基準によりサービスの提供を行う   

②一定の要件を満たした事業者によるサービス利用が給付対象となる   

③個人単位のサービス利用及び全国一律のルールによる利用者負担となる   

という性格を有しており、地域生活支援事業の現在の対象事業がこうした条件を付け   
ることにより、各地方自治体が地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟に事業を実施   
するという特性を失うことになる点にも留意が必要である。  

E論点（案）】   

地域生活支援事業については、持続可能な制度を維持すると  
ともに、 一部の事業について自立支援給付との間での再整理す  
ることを含め、サ疇ビスの充実を検討すべきではないか。  
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○ 地域生活支援事業に要する責用については、自立支援法上、実施主体である各地方自治体が支   

弁することとされており、国は予算の範囲内でその50％以内（都道府県の場合は25％以内）   

を補助することができることとされている。  

○ 国の補助金は統合補助金となっており、現在、各地方自治体の人口割と事業実績割を勘案して   

配分している。  
‾■l  

■統合補助金とは   

地方分権を推進する観点から、国が適切な目的を付した上で、箇所付けや事業内容、単価など  
を定めず一体的に補助金を配分し、市町村等が創意工夫に基づいて主体的に事業の実施方法を組  
み立て、 補助金を弾力的に使用することができる仕組みの補助金  

■現在の補助金の配分方法  市町村事業9割   都道府県事業1割  

事業実  

事業実績割分7割   人口割分3割  績割分  

7割  

ー＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1  
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E論点（案）】   

地域生活支援事業のより効果的な実施を図るために、 国の補  

助事業の充実をどのように図っていくか。また、配分にあたっ  
て、地域の個別事情に応じたエ夫を行えないか。  
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3．小    ‾＿の移行促進  

■ ■ ● ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ － ■一 一 ■－ － －－ － － － － ■－ － － － －－ － →■■ － － － ■－ － － － － － － ■■－ － － － － － － － ■－■ － ■ ■ ■■ ■ ■■ － － ■■ ■■ ■ ■ － ■■ ● ■ －  

t  

○ 小規模作業所については、サービスの質の向上及び事業の安定的な運営を図る観点から、法定   

事業への移行を促進している。現在までに半数程度が移行している（54．3％、3，169／5，840か所、   

H20．4時点）。  

○ 移行を促進するための「特別対策」や「緊急措置」を講じているが、「特別対策」は平成20   

年度までの措置とされている。  

○ もともと施設規模の小さい作業所や人口の少ない市町村に所在する作業所の中には定員要件を   

満たさないため、「緊急措置」でもなお移行ができないものがある。  
‾’t  

■小規模作業所の移行促進策  
「特別対策」（H18年12月～H21年3月まで）   「緊急措置」（H20年4月～）   

・移行等支援事業   りト規模作業所移行促進事業（H20年度まで）   

新体系事業への円滑な移行のためのコンサルタントの派遣等   利用者の少ない作業所の移行促進のための作業所間の調整・情報交換等   

・障害者自立支援基盤整備事業   一移行促進のための定員要件の緩和（H23年度まで）   

新体系事業へ移行する場合の施設改修等   移行促進のため、就労継続B型等の定員要件の緩和   

りト規模作業所緊急支援事業   ・地域活動支援センターの従たる事業所の設置   

直ちに移行できない作業所への財政支援   主たる事業所と従たる事業所での一体的な運営管理を認める   

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  
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E「緊急措置」による地域活動支援センターの従たる事業所の設置】  

r地域活動支接センターJ  

【従 前】  

の運営を複数の場所において一体的に行う場合  こついて  

【平成20年4月～】  ＊＊＊ 判断基準 ＊＊＊  

① 施設長が同Ⅶ  

② 指導員をそれぞれの事業所に   

配置  

③ 事業運営が一体的に行われる  
④ 従たる事業所が主たる事業所   

と同職の日常生活圏域  

⑤ 会計管埋を剛体的に実施  

地域活動支援センタ触  

A事務所  

利用人員  

■
－
－
－
■
■
－
■
 l

 
 

∴
 
 

人  

多 

用   

数  

従たる事業所は   複
 
 

設置も可能   

従たる事業所の最低利  

は6名   

主たる事業所の利用  

たる事業所の利用人員よ  

ことが必要（左の場合、  

員は最低12人）  

B事務所  

（利用人員6人）  

■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■■■ ■ － － ■■ ■ ■ ■■ ■ ● － ■■■ ■－ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■■ － ■ ■ ■ ● ■■ ■ ■ ■■■  
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4．サービス基盤の整備  

0 サⅦビス基盤の整備については、厚生労働大臣が定める基本指針に基づき、各都道府県騒市町村にお   
いて障害福祉計画を策定し、計画的に基盤整備を行うこととしている。   
（参考1）第1期計画の期間：平成18年度～20年度  

第2期計画の期間：平成21年度～23年度  

0 現在、各都道府県・市町村において設定した平成23年度における数値目標及びサ闘ビス見込量の達   
成に向けて、整備を進めているところである。  
（参考2）第2期計画の作成に向けて、障害保健福祉圏域単位を標準としたサ馳ビス基盤整備の促進等を盛り込んだ作  

成指針（案）を国として提示している。  

8  

○ 有効求人倍率を、職業安定業務統計でみると、平成19年の全職種の有効求人倍率0、97倍に比べ、   

介護関連職種は2．10倍、社会福祉専門職種は1．53倍と高くなっており、福祉人材について常態的に   

求人募集が行われていることが推測される。  

○ 離職率をみると、全産業の平均離職率は15．4％（平成19年雇用動向調査）に比べ、介護職員及び訪   

問介護員の平均離職率は21．6％（平成19年度介護労働実態調査）となっている。   

なお、障害者施設に従事する職員の離職率について、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当   
共済制度の平成19年度の実績から算出すると、11．7％（退職者数／被共済職員数）となっている。  

0給与をみると、平成19年賃金構造基本統計調査によれば、男性は産業計554．7万円、ホ榊ムヘル   
パ触307．8万円、福祉施設介護員322．5万円、女性は産業計346．9万円、ホ爛ムヘルパ騨279．4   

万円、福祉施設介護員290．0万円となっている。  

】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
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○福祉・介護人材については、有効求人倍率が他産業と比較して高いなど、人材の確保が課題寧なって   
いる。  

○厚生労働省では、平成19年8月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基   
本的な指針（福祉人材確保指針）」を定め、この指針にそって、次のとおり、人材確保に取り組むこととし   
ている。  

①労働環境の整備の推進  

… 就職期の者から魅力ある仕事として評価・選択されるとともに、従業員の定着を図ることができる  
よう、キャリアと能力に見合う給与体系の構築や、適切な水準の介護報酬の設定等  

②キャリアアップの仕組みの構築   

・・・従事者の質の向上が図られるよう、キャリアパスに対応した研修体系の構築等  

③福祉・介護サービスの周知・理解  

… 働きがいのある仕事であることの理解の促進、ボランティア体験の機会の提供等  

④潜在的有資格者等の参入の促進  
… 介護福祉士の資格を有していながら働いていない者の把握・就業支援等  

⑤ 多様な人材の参入・参画の促進  

… 高齢者などの多様な人材の参入・参画促進  
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【論点（案）】  

1月 障害者福祉を担う人材の確保を図るため、福祉人材確保指針に基づき、  
労働環境の整備の推進等の取組を進めていくべきではないか。  

2．キャリアと能力に見合う給与体系、適切な給与水準を確保ずるために、適  
切な報酬を設定するべきではないか。また、専門性の高い人材の評価の在り  

方を検討すべきではないか。  
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1≧）山日地 におけるサービスの  の し左  

現状①  
l  

l  

t  

l  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

l◆  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

l   

l  

：0障害者自立支援法においては、身近なところでサービス利用ができるよう、種々の規制を緩和し、小規模な市  
町村でも障害者福祉に取り組むことが可能となるようにしたところ。  

（規制緩和の例）  

・一つの施設で異なる障害を持つ人に様々なサービスを提供できるよう規制を緩和  

■ 障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和  
・通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和  

等  

（多機能型の特例）  

・障害福祉サービス事業の実施に当たっては、必要定員（通常20名。ただし、厚生労働大臣が定める地域の  
うち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域においては10名。）を確保  

することとされている。  
l  

l  ■  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

l  

しかしながら、一事業所において、複数事業を一体的に行う場合には、生活介護■自立訓練■就労移行支援  

については最低定員を6名、就労継続支援については最低定員を10名、児童デイサービスについては最低  

定員を5名とし、多機能型事業所としての合計定員が、必要定員（20名又は10名）を満たすことで足りること  

としている。  
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現状 ②  

0 また、介護保険サービス提供事業所が障害者にサービスを提供した場合も障害者自立支援法からの給付費   
が支給されるようにしているところ（基準該当障害福祉サービス、特区制度の活用）。  

◆基準該当障害福祉サービス ＝・874事業所（平成20年6月）  

障害者自立支援法の指定基準を満たさないものの、これに準ずる厚生労働省令で定める基準を満たす  
事業所が提供する障害福祉サービス。  

（対象サービスは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサnビス、自立訓練、就労  

継続支援B型）  

◆特区制度（934特区）‥・平成18年7月以降、全国で11地域が認定を受けている   

特区の認定を受けた自治体内の障害福祉サービス提供基盤がない地域において、血定の要件を満たす  
介護保険法による小規模多機能型居宅介護事業所が提供する  

l「通いサービス」を、障害者自立支援法に基づく「基準該当生活介護」－「基準該当自立訓練」眉「基準該当   

児童デイサービス」とみなし、  
iiまた、「宿泊サ¶ビス」を、登録している障害者・児が利用した場合に、障害者自立支援法に基づく「指定   
短期入所」とみなし、  

それぞれ、障害者自立支援法に基づく給付真の給付を可能とするもの。（高齢者と障害者を併せた員数を  
もって小規模多機能型居宅介護事業所の人員配置基準を満たせば良いこととされている。）  

0 なお、地域の実情に応じて、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施する地域生活支   

援事業として、創作的活動・生産活動の機会等の場を供与する「地域活動支援センタ曲」を位置づけていると   
ころ．，  

l  

l  

l＿．＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿”．＿  
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5 虐待防止・権利擁護  
（1）障害者の虐待防止法制について  

現状①   

○ 障害者に対する虐待の防止については、時事暑基本法において「何人も、障害者に対して、障害   
を理由として、差別することモの他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」とされている。  

○ 時事青白立支援法においては、市町村の責務として「時事者等に対する虐待の防止及びその早期   
発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な接肋を行   
うこと」とされている。  

また、事業者に対しては「障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく   
命令を遵守し、障害者等のため息実にその職精を遂行しなければならない」とし、同法に基づく障   
害福祉サービス事業所の遵守すべき基準においても 

（中略）措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されている。  

l i（参考）法令上の規定のほか以下のような通知を発出。  

l  

：l  

：l  

：l  

：l  

：l  
■l  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

1   

月  

1  

8  

d  

l  

l  

【  

l   

書  

1「障害者（児）施設における虐待の防止について」（平成17年10月20日障発第1020001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）  
：1．虐待に当たる行為、2．虐待の未然の防止、3．虐待の早期発見・対応、4．対応後の支援、関係者の連携、等について通知。  

l  

l －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－一一一－－－－－－－－－－－＝－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－一一－－＝－－－－－－－－－－－－一疇…－－－…－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一－一一－－…－－－－－－－－－膚  

○ ただし、高齢者、児童については虐待防止法制が整備されている一方で、障害者に対する虐待   
防止法制は整備されていない。  

0■－17歳   18ん64歳く障害者）   65歳～   

家庭内   児童虐待防止法（平成12年11月施行）  高齢者虐待防止法  

福祉施設等   児童福祉法（改正案）※国会再提出準備中   （障害者自立支援法）   （平成18年4月施行）  

（注）高齢者、児童のいずれも議員立温。  

（※）例えば、高齢者の虐待防止法制では虐待の定義を明確にするとともに国、地方公共団体等の責務を規定している。また、養護者、要介護施設   
従事者の通報義務を規定するとともに、通報を受けた市町村等のとるべき措置などを規定している。  

■■■■ ■■ ■ － ■■ － ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■－ － － － ■－ ■－ － ■－ ■－ ■－－ － － － － － － － － － － － ■ ■■ － －■ 一■■ － － ■ － 一 － ■ ■ － ■ ■ ■ － ■■ ■ ■l■■ ■■ － ■■■ ■■ ■ ■ ■ － ■ ■・■■ ■ ■■ ■■ ■■ － ■■ －  
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現状②  
l   

1   

1   

l  

l  

l  

I f 

：讐  
I I 

l  

I I 
l  

ll   

】   

l   

l   

l   

l   

l   

l   

I I 

】  

l  

（参考1）与党障亨青白立支捷に関するプロジェクトチーム報告書（平成19年12月7日）（抄）  

5 サービス体系の在り方   

障害者に対する虐待の榛の対応の明確化を図るなど、障害者の虐待の防止等のための制度につ  
いて検討。  

ll  
l l 一－－－－－一義－－－－－－－－－  

（参考2）全日本手をつなぐ育成会など当事者団体のほか、日本弁護士連合会などからも虐待防止法   
制を求める声が上がっている。  

（参考3）椿事者に対する人権侵犯の件数（時事のある人に対する人権侵犯事件）は、平成19年で2   
84件（うち暴行・虐待事轟は52件）となっている。【法鶉雀「平馴年中の「人権侵犯事件」の状況lこ別、て（概要）  
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建1連判擁護（成年後見等） の普及方策  

≡垂覇 ■ 
■ ■l■■ － ■■ ■ ■■ ■ － ■－ － － － － － ■－ ■■■■－ － ■－ － － ■－■ － － ■－ － － － － － － ■－ ■－ －－ － － － － － － － ■－■ － ■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■■ － ■ ■■■ ● ■ － － ■ ■ ■■ ■■■■ ■ ■ ▼■ ■■－  

l  

○ 契約の内容を理解する程度には判断能力があるものの、十分ではないことにより自己の能力では様々な  

サ椚ビスを適切に利用することが困難な者のために、福祉サービスの利用に関する援助等を行うための事  

業として、「日常生活自立支援事業」が行われている。  

○ また、物事を判断する能力が十分ではない者のために、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、その者  
を法律的に支援する制度として、成年後見制度が民法に定められている。  

○ また、成年後見制度を利用しやすくするため、地域生活支援事業において、市町村が申立てを行う際の  
費用や後見人等の報酬の一部又は全部を助成する「成年後見制度利用支援事業」が設けられている。  
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日常生活自立支援事業と成年後見制度の概要  

日常生活自立支援事業   補助・保佐・成年後見制度   

精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者   精神上の障害により事理弁識する能力  

対象者（認知症高齢者・  く判断能力が一定程度あるが十分でないことにより自己の   能力が不十分な者  ＝補助   

知的障害者・精神障害者）  能力で様々なサービスを適切に利用することが困難な者）   能力が著しく不十分な者＝保佐  

能力を欠く常況にある者＝後見   

都道府県・指定都市社会福祉協議会  

事業の一部委託先として市区町村社会福祉協議会  
補助人・保佐人・成年後見人  

担い手・機関  
（基幹的社協）等  

（自然人として、親族、弁護士、司法書士、社会  

法人の履行補助者として専門員、生活支援員  
福祉士等及び法人）※複数可   

家庭裁判所ド申立  
基幹的社会福祉協議会等に相談・申込  （本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町  

手続  （本人、関係者・機関、家族等）   村長等）  

本人と社会福祉協議会との契約   ※本人の同意：補助＝必要保佐一後見〒不要   
家庭裁判所によろ成年後見人等の選任   

【方法】○本人と社会福祉協議会による援助内容の決定   【方法】○衰庭裁判所による援助者の決定  

援助（保護）の方法・種類  
【種類】○福祉サービスの情報提供、助言など相談   【種類】○契約等の代理  

○日常的金銭管理  ○契約等の取消しなど   
○書類等の預かり  

○原則として申立人が負担する費用  

契約締結までの費用は公費補助  
申立・登記の手続費用  

費用  
契約後の援助は利用者負担  

○本人の財産から支弁する費用  

後見の事務に関する費用  

成年後見人．監督人に対する報酬費用等   

費用の減免又は助成   
生活保護利用者は公費補助  

※自治体独自で減免している場合あり   
成年後見制度利用支援事業（地域生活支援事業）   

制度の実施状況   知的障害者 1，211人   
申立件数補助  967人   

精神障害者1．386人   
保佐2，298人   

く平成19年度）  後見21，297人  

出典：厚生労働省社会・援護局地域福祉課及び全国社会福祉協議会調べより一部抜粋  
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成年後見制度利用支援事業  

【概要】   

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神  
障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図る。   
E地域生活支援事業費補助金］  

【実施主体】   

市町村（共同実施も可能）（指定相談支援事業者等へ委託することができる。）   

E対象者】   

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等  
の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認め  
られる者。  

【事業の具体的内容】   

成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、鑑定糞用）及び後見人等の報酬の全部又は閤部を  
助成する。  
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6 介護保険制度との関係  

：璽－－－－－  

0 平成16年当時、介護保険制度の見直しに当たり、介護ニーズの普遍性や障害者施策の推進の観   
点から、介護保険の被保険者・受給者の範囲を拡大するペき（全年齢を対象とした介護サ薗ビスの   
保険給付を行うようにするペき、など）との議論があり、障害者自立支援法の制定時にも議論と   
なった。   

※現行制度では40歳以上の暑が介護保険制度の被保険者。  

○ 介轟保険制度の被保険者及び受給者の範囲については、平成17年改正介護保険法附則第2桑第  
1項の規定を踏まえ、「介護保険制度の被保険者・受給者の範囲の在り方に関する有識者会議」に   
おいて議論が行われた（平成18年3月～）。  

‖‾‖‾‾…‾‖‾●1l  t：  
t‡  

l：  
l：  
l；  
l：  
l：  
l：  

；d  
：l  
：l  
：l  
：l  
：b  
‡l  

（参考）平成17年改正介護保険法附則第2条第1項   

「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般につい   
ての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるもの   
とする。」  

lし‥－－－－－－－－－－－－…＝－…＝－‥－…－－－－－－－－－‥－‥－－－－＝＝＝－－…－－＝－＝＝＝＝－＝－…‥－＝－－－‥一一一一＝－－－－－…－…－－＝－－－－－－－－－－‥－－・・…－－－…－－一・・－＝－‥－  

0 上記有識者会議中同報告では、『「介護保険制度の被保険者・受給者範囲については、今後の社   
会保障制度全体（介護保険制度を含む。）の動向を考慮しつつ、将来の拡大を視野に入れ、その見   
直しを検討していくべきである」というのが、本有識者会議が到達した基本的考え方である』とし   
ながらも、『制度設計の具体化に向けた検討作業を継続しつつ、当塵，介護保険の被保険覆土慶盛   

甚大に圃する国民的合意形成に向けた取組に努める必要ガある。』としている。  
1  

l  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿鳩＿＿＿帽＿＿＿＿＿－＿l   

I  

t  

■■ ■－● ■ ■ ■ － － － － － － － ■－● － － － － － －－ － － － － ■－ － － － ■■－ ■● ■■ ■■ ■■ ■■ ■  
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○ 与党薄青者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書（平成19年12月）でlま、抜本的な   
見直しの視点として「介蝉き仕組みを考   

藍⊥とされている。  
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